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予算関係 

【当初予算】 10 件 

議案第 1 号 令和 3 年度長浜市一般会計予算 

議案第 2 号 令和 3 年度長浜市国民健康保険特別会計予算 

議案第 3 号 令和 3 年度長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）予算 

議案第 4 号 令和 3 年度長浜市後期高齢者医療保険特別会計予算 

議案第 5 号 令和 3 年度長浜市介護保険特別会計予算 

議案第 6 号 令和 3 年度長浜市休日急患診療所特別会計予算 

議案第 7 号 令和 3 年度長浜市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第 8 号 令和 3 年度長浜市病院事業会計予算 

議案第 9 号 令和 3 年度長浜市老人保健施設事業会計予算 

議案第 10 号 令和 3 年度長浜市公共下水道事業会計予算 

 

【補正予算】 9 件 

  議案第 11 号 令和 2 年度長浜市一般会計補正予算（第 12 号） 

 議案第 12 号 令和 2 年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

  議案第 13 号 令和 2 年度長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）補正予算（第 4 号） 

議案第 14 号 令和 2 年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第 3 号） 

議案第 15 号 令和 2 年度長浜市休日急患診療所特別会計補正予算（第 2 号） 

議案第 16 号 令和 2 年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2号） 

議案第 17 号 令和 2 年度長浜市病院事業会計補正予算（第 4 号） 

議案第 18 号 令和 2 年度長浜市老人保健施設事業会計補正予算（第 2 号） 

議案第 19 号 令和 2 年度長浜市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号） 

 

条例関係 

所管課 内 容 

総務課 議案第 20 号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について 

 地方自治法等の一部を改正する法律の施行により、地方自治法が改正されたこ

とに伴い、同法を引用する複数の本市条例で生じた条ずれを整理するため、新た

に条例を制定するものです。 

【改正内容】 

次の条例において引用する法律条項の改正 

（1）長浜市病院事業の設置等に関する条例 

（2）長浜市介護老人保健施設条例 

（3）長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例 

引用条項 現 行：地方自治法第 243条の 2 第 8 項 

                ↓ 

     改正案：地方自治法第 243条の 2 の 2 第 8 項 

【施行日】公布の日 
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くらし・経

済 再 生 支

援・行政デ

ジタル化推

進室 

議案第 21 号 長浜市デジタル化推進基金条例の制定について 

 デジタル技術を活用し、市民サービスの利便性向上及び行政運営の効率化を図

るため、新たに基金を設置するものです。 

【基金使途】長浜市 DX（デジタルトランスフォーメーション）推進工程表に示

す施策に基づく取組 

【施行日】公布の日 

【失効日】令和 9 年 3 月 31 日 

歴史遺産課 議案第 22 号 史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例の制定について 

市が史跡下坂氏館跡を適切に保存管理するために必要な措置を講じるととも

に、史跡が広く認知されるために公開することを目的として、管理及び公開につ

いて定めた条例を新たに制定するものです。 

【主な内容】 

（1）史跡の公開範囲 

（2）史跡の管理及び運営に当たり必要な措置 

（3）史跡の休館日、観覧時間、観覧料 

休館日 

（1）月曜日から金曜日まで。ただし、その日が国

民の祝日に関する法律に規定する休日に当たると

きは除く。 

（2）12 月 1 日から翌年 2月末日まで。 

観覧時間 
午前 9時から午後 4 時まで。ただし、入場すること

ができる時間は午後 3 時 30分まで。 

観覧料 

区分 個人 
団体 

（20 名以上） 

大人（高校生以上） 280 円 230 円 

小・中学生 140 円 120 円 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

高齢福祉介

護課 

議案第 23 号 長浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定について 

議案第 24 号 長浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 

議案第 25 号 長浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の制定について 

議案第 26 号 長浜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例の制定について 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令により、効果的な介護サービスの提供体制を整備するため従うべき基準

等が改正されたこと等に伴い、本市条例の全部を改正するものです。 
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【主な改正内容】 

（1）各介護サービス事業所に係る人員、設備及び運営等に関する基準 

 3 年に一度広範囲の改正が行われることから、事務の効率化を図るため、国の

基準について包括的に規定 

（2）市独自基準の追加 

 ①申請者の要件に、暴力団排除規定を追加 

②非常災害対策、地域と連携した訓練の参加及び事業継続のための食料の備蓄

等の規定を追加 

③職員向けに確保すべき研修内容を具体的に明記 

(高齢者の人権擁護、虐待防止、認知症ケア、身体的拘束等の適正化等) 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

総務課 議案第 27 号 長浜市公告式条例の一部改正について 

 例規等の公布方法について、より広く市民への周知を図るとともに、内部事務

を簡略化するため、本市条例の一部を改正するものです。 

【主な改正内容】 

改正内容 現行 改正案 

周知方法の変更 市公報に登載 
市ホームページに掲載 

（市公報は廃止） 

規則の公布要件 市長の署名 市長名の記入 

規程の公布要件 市長名の記入及び押印 市長名の記入 

【関係条例】 

 次の条例について、本条例の改正に伴う所要の改正を行う。 

（1）長浜市監査委員条例 

（2）長浜市財政状況の作成及び公表に関する条例 

（3）長浜市都市公園条例 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

行政経営改

革課 

議案第 28 号 長浜市事務分掌条例の一部改正について 

 人口減少時代における持続可能な経営と政策を総動員する組織体制を整える

とともに、デジタル技術の活用による業務の再構築を行うため、本市条例の一部

を改正するものです。 

【主な改正内容】 

（1）総務部の設置（総務部及び総合政策部の統合） 

（2）デジタル行政推進局の設置 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

人事課 議案第 29 号 長浜市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

 地方公務員法第 31 条の規定に基づく服務の宣誓について、それぞれの職員の

任用形態にあわせた形式で行うことができるようにするため、本市条例の一部を

改正するものです。 

【改正内容】 
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（1）服務の宣誓に関する宣誓書の取扱いの簡素化 

 任命権者等の面前での署名を見直し、宣誓書の提出をもって宣誓とする。 

（2）会計年度任用職員に関する例外規定の追加 

 再度の任用に際する宣誓書の提出を省略 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

老人保健施

設事務局 

議案第 30 号 長浜市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正について 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、介護老人保健施設の職員が感染症患

者の介護等の業務に従事した場合における特殊勤務手当の特例を設けるため、本

市条例の一部を改正するものです。 

【改正内容】 

 介護老人保健施設の職員が、新型コロナウイルス感染症に対する下記業務に従

事した場合の手当の支給規定を新設 

（1）感染症患者等の収容区域等での業務 600円/日 

（2）収容区域で感染症に対処する業務等 600円/回 

（3）収容区域で感染症患者等の身体に接触して行う業務等 3,000円/日 

【施行日】公布の日から施行し、令和 3 年 1 月 1 日から適用 

行政経営改

革課 

議案第 31 号 長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部

改正について 

 公の施設を取り巻く状況が変化する中、指定管理者の選定に係る事務を簡素か

つ効率的なものとするため、本市条例の一部を改正するものです。 

【改正内容】 

（1）指定管理者選定委員会における審査範囲の見直し 

 指定管理更新施設について、選定を非公募とした場合に選定委員会開催の省略

を可能とする。 

（2）指定管理候補者の再選定の範囲の拡大 

 選定された候補者の辞退等により、指定管理者の指定が不可能となった場合に

も申請団体の中から再選定を可能とする。 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

総務課 議案第 32 号 長浜市税条例の一部改正について 

固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査等を行う固定資産評

価審査委員会について、現委員の任期満了にあわせて審査体制等の見直しを行う

ため、本市条例の一部を改正するものです。 

【改正内容】 

 委員定数 現行：6人 → 改正案：5人 

 ※審査体制の見直し：3人ずつの 2 部会制 → 事件ごとに 3 人の合議体 

【施行日】令和 3年 3 月 30日 

建築課 議案第 33 号 長浜市手数料条例の一部改正について 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施

行により、建築物エネルギー消費性能適合判定の対象となる建築物の床面積が引

き下げられること等に伴い、本市条例の一部を改正するものです。 
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【主な改正内容】 

 建築物エネルギー消費性能適合性判定及び検査等の手数料区分の見直し 

  建築物エネルギー消費性能適合判定手数料（工場以外、標準入力法の場合） 

現行 改正案 

300 ㎡以上 

2,000㎡未満 
364,000 円 

300 ㎡以上 

1,000㎡未満 
292,000 円 

1,000㎡以上 

2,000㎡未満 
364,000 円 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

保険医療課 議案第 34 号 長浜市国民健康保険条例の一部改正について 

 令和 2 年度税制改正により、低未利用土地等の長期譲渡所得に対する特別控除

が創設されたことから、国民健康保険料においても同様の措置を講じるため、健

康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されたこと等に伴い、本市条例の

一部を改正するものです。 

【主な改正内容】 

低未利用土地等の長期譲渡を行った場合、国民健康保険料の所得割計算時に長

期譲渡所得から最大 100 万円の控除の追加 

【施行日】公布の日 

人権施策推

進課 

議案第 35 号 長浜市地域総合センター条例の一部改正について 

木之本文化センターの改修にあわせて、木之本教育集会所の機能をセンター内

に統合することに伴い、本市条例の一部を改正するものです。 

【主な改正内容】 

（1）施設名称の変更 

木之本文化センター及び木之本教育集会所の施設名称を、両施設の総称である

「木之本総合センター」に改める。 

（2）木之本教育集会所を木之本総合センター内に設置 

（3）木之本総合センターの各部屋の名称の改正 

現行  改正案 

部屋区分  部屋区分 

相談保健室  調理室 

会議室  相談室 

和室  教育娯楽室 

階上小会議室  会議室 

階上会議室  多目的室 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

高齢福祉介

護課 

議案第 36 号 長浜市福祉ステーション条例の一部改正について 

地域福祉の推進を図るため、余呉高齢者福祉センターを近接するやまなみセン

ター内に移転すること等に伴い、本市条例の一部を改正するものです。 

【主な改正内容】 

- 5 -



（1）移転に伴う改正 

 ①所在位置の改正 

現行 改正後 

長浜市余呉町中之郷 956 番地 2 長浜市余呉町中之郷 2434 番地 

②各部屋区分及び使用料の改定 

現行  改正案 

部屋区分 使用料（時間）  部屋区分 使用料（時間） 

集会室 280 円  サークル室 1 190 円 

教育娯楽室 190 円  サークル室 2 95円 

調理室 190 円  活動室 95円 

相談室 95円  

（2）本市福祉ステーションの施設休館日を施設形態ごとに統一化 

高齢者福祉センター デイサービスセンター 

日曜日及び土曜日 

休日 

12月 29 日から翌年 1月 3日まで 

日曜日 

休日 

12月 29 日から翌年 1月 3日まで 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

高齢福祉介

護課 

議案第 37 号 長浜市介護保険条例の一部改正について 

 本市における第 1 号被保険者の介護保険料について、第 8 期介護保険事業計画

(令和 3 年度～令和 5年度)に基づき、負担能力に応じた段階設定を行うため、及

び介護保険法施行令が一部改正されたことに伴い、本市条例の一部を改正するも

のです。 

【主な改正内容】 

（1）保健福祉事業の改正 

 訪問介護等サービス事業者が行う市内中山間地への事業に対する介護サービ

ス確保対策事業を実施するため、当該事業を保健福祉事業として位置付ける。 

（2）第 1号被保険者の保険料負担割合段階の所得区分の改正 

段階 現行 改正案 

第 8 段階 120万円以上 200万円未満 120 万円以上 210万円未満 

第 9 段階 200万円以上 300万円未満 210 万円以上 320万円未満 

第 10 段階 300万円以上 400万円未満 320 万円以上 400万円未満 

第 11 段階 400万円以上 500万円未満 400 万円以上 700万円未満 

第 12 段階 500万円以上 600万円未満 700 万円以上 1,000 万円未満 

第 13 段階 600 万円以上 1,000万円以上 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

下水道施設

課 

議案第 38 号 長浜市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 

 長浜市下水道ビジョンに基づき、公共下水道に接続した農業集落排水処理施設

の用途を廃止するため、本市条例の一部を改正するものです。 
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【改正内容】 

 廃止する施設：美浜地区農業集落排水処理施設 

【施行日】令和 3年 6 月 1日 

子育て支援

課 

議案第 39 号 長浜市児童文化施設条例の一部改正について 

 長浜市児童文化センター（サンサンランド）の休館日について、小学校の一斉

下校日との関連等から市民の利便性向上を図るため、本市条例の一部を改正する

ものです。 

【改正内容】 

休館日 現行：水曜日 → 改正案：月曜日 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

長浜病院総

務課 

議案第 40 号 長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

平成 29 年度に策定した病棟改修基本方針に基づき、市立長浜病院の病棟機能

強化の充実を図るために余剰病床を用途変更し、安心して療養できる環境を整備

するため、本市条例の一部を改正するものです。 

【改正内容】 

改正内容 現行 改正案 

一般病床数 483 床 
462 床 

（△21 床） 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

幼児課 議案第 41 号 長浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

 子ども・子育て支援法の規定に基づき、条例で定める事項の基準となる内閣府

令が改正されたことから、本市条例の一部を改正するものです。 

【主な改正内容】 

特定地域型保育事業者による卒園後の受皿の提供に係る連携施設の確保義務

の緩和要件の追加 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

幼児課 議案第 42 号 長浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 児童福祉法の規定に基づき、条例で定める事項の基準となる厚生労働省令が改

正されたことから、本市条例の一部を改正するものです。 

【主な改正内容】 

（1）家庭的保育事業者による卒園後の受皿の提供に係る連携施設の確保義務の

緩和要件の追加 

（2）居宅訪問型保育対象範囲の拡大 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 
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その他の事件関係 

所管課 内 容 

契約検査課 

（道路河川

課） 

議案第 43 号 工事請負契約の変更について 

橋梁（寿橋）補修工事の契約金額を増額する変更契約を締結するものです。 

 変更前：231,605,000 円 

 変更後：241,481,900 円 

 ※工事内容の変更に伴う契約金額の増額 

スポーツ振

興課 

議案第 44 号 指定管理者の指定に係る議決事項の一部変更について 

地方自治法第 244条の 2 第 6 項の規定に基づき、平成 30 年議案第 158号で議決

を得て指定した浅井地区スポーツ施設の指定管理者の指定に係る議決事項を変更

することについて、議会の議決を求めるものです。 

【変更事項】 

・指定期間の変更 

変更前：平成 31 年 4月 1 日から令和 8年 3月 31 日まで 

変更後：平成 31 年 4月 1 日から令和 9年 3月 31 日まで 

スポーツ振

興課 

議案第 45 号 指定管理者の指定に係る議決事項の一部変更について 

地方自治法第 244条の 2 第 6 項の規定に基づき、平成 30 年議案第 159号で議決

を得て指定した神照運動公園の指定管理者の指定に係る議決事項を変更すること

について、議会の議決を求めるものです。 

【変更事項】 

・指定期間の変更 

変更前：平成 31 年 4月 1 日から令和 8年 3月 31 日まで 

変更後：平成 31 年 4月 1 日から令和 9年 3月 31 日まで 

スポーツ振

興課 

議案第 46 号 指定管理者の指定に係る議決事項の一部変更について 

地方自治法第 244条の 2 第 6 項の規定に基づき、平成 30 年議案第 160号で議決

を得て指定した長浜市民体育館等の指定管理者の指定に係る議決事項を変更する

ことについて、議会の議決を求めるものです。 

【変更事項】 

・指定期間の変更 

変更前：平成 31 年 4月 1 日から令和 8年 3月 31 日まで 

変更後：平成 31 年 4月 1 日から令和 9年 3月 31 日まで 

スポーツ振

興課 

議案第 47 号 指定管理者の指定に係る議決事項の一部変更について 

地方自治法第 244条の 2 第 6 項の規定に基づき、令和元年議案第 134 号で議決

を得て指定した長浜伊香ツインアリーナの指定管理者の指定に係る議決事項を変

更することについて、議会の議決を求めるものです。 

【変更事項】 

・指定期間の変更 

変更前：令和 2 年 4 月 1 日から令和 8年 3月 31 日まで 

変更後：令和 2 年 4 月 1 日から令和 9年 3月 31 日まで 
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高齢福祉介

護課 

議案第 48 号 第 8 期ゴールドプランながはま 21（長浜市高齢者保健福祉計画及び

長浜市介護保険事業計画）の策定につき議会の議決を求めることについて 

 第 8期ゴールドプランながはま 21（長浜市高齢者保健福祉計画及び長浜市介護

保険事業計画）を策定するにあたり、長浜市議会の議決すべき事件等に関する条

例第 3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 

報告関係 

・指定専決処分した事項について（報告） 

 地方自治法第 180 条第 1項の規定に基づく指定専決処分の報告 

訴えの提起 1 件 

損害賠償の額を定めることについて 1 件 

内訳：市道の管理瑕疵による物損事故（1件） 

・令和 3 年度徴収計画について 

・令和 3 年度徴収計画について（病院事業） 
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一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

71,314,208 23,938,820 3,977,500 3,189,459 40,208,429

1,571,552 2,136,523 255,000 ▲ 338,263 ▲ 481,708

市税：▲161,000

普通交付税：646,798

ふるさと寄附金：▲80,000

財政調整基金：▲1,500,000

減債基金：▲375,831

前年度繰越金：828,325

減収補填債：160,000

72,885,760 26,075,343 4,232,500 2,851,196 39,726,721

１．補助採択等によるもの 329,343

○担い手支援事業 88,200 【県】88,200

○土地改良事業 16,000 【県】15,000

○林道治山整備事業 6,500 【県】1,750

○田村駅周辺整備事業 105,700 【国】91,200

○地籍調査事業 11,943 【県】7,888

○舗装修繕事業 41,000 【国】18,400

○橋梁長寿命化事業 35,000 【国】18,260

○地域整備事業 25,000 【国】12,500

【基金】12,500

２．決算見込みに合わせた補正 ▲ 180,565

○基金への積立 200,000

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進基金積立金 200,000

公共施設等保全整備基金積立金 400,000

教育施設整備基金積立金 200,000

地域福祉基金積立金 300,000

37,530 【その他】37,530

87,439 【その他】86,000

10,000 【その他】10,000

○国県支出金の増減や契約差金等に伴う事業費の減額・財源更正 ▲ 1,615,534 【国】1,899,710

【県】▲60,135

【市債】▲60,200

【基金】▲399,766

【その他】▲105,127

３．その他の予算措置 1,422,774

○人事管理事務経費 6,907

○公有財産管理事務経費 600,000

○湖北野鳥センター管理運営事業 4,000

○浅井支所等管理経費 26,000

○虎姫支所等管理経費 23,000

○湖北支所等管理経費 10,500

○高月支所等管理経費 47,200

○地域医療推進事業 19,000 【国】19,000

○救急医療体制運営事業 12,738

○小児医療体制整備事業 20,000 【基金】20,000

○病院事業会計負担金 50,143

○保健衛生総務管理事務経費 600 【その他】600

○老人保健施設事業会計負担金 72

○有害鳥獣対策事業 44,490 【県】24,750

○県営道路事業負担金 4,342

病院事業に対する負担金の追加及び出資金の減額

企業版ふるさと納税の積立（1基金）

診療所感染症対策改修工事

3月補正予算額(第12号)

空調機器改修工事

公務災害に伴う休業補償等

基金利子の積立（15基金）

地域の元気づくり基金積立金

市道舗装修繕工事の追加

橋梁補修詳細設計業務

ふるさと寄附金の積立（5基金）

担い手確保・経営強化支援事業補助金

ため池耐震診断調査業務

林道災害復旧工事

地籍測量業務等

地域医療連携学総合講座に対する寄附金

デジタル化推進基金積立金

冷暖房設備設置及び給水加圧ポンプ修繕

トイレ改修工事

県営道路事業に対する負担金の追加

応援する基金積立金の追加

休日急患診療所特別会計への繰出金

雨漏れ改修工事等

消防設備改修工事

新型コロナウイルスに立ち向かう医療従事者を

第11号　　令和2年度長浜市一般会計補正予算（第12号）の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額

市道舗装修繕工事

補正後予算額

暗渠工事及び実施設計業務

老人保健施設事業に対する負担金の追加

有害鳥獣捕獲等報償金の追加
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○南田附神前線整備事業 235,746 【市債】223,900

○河川改良事業 91,300 【市債】91,300

○急傾斜地崩壊対策事業 10,052

○市営住宅管理事業 11,500

○農業集落排水事業特別会計繰出金 1,129

○公共下水道事業会計負担金 164,355

○北部振興局管理経費 8,000

○保育所管理運営事業 7,000

○認定こども園園舎等維持管理経費 14,700

○小学校校舎等維持管理経費 10,000

■繰越明許費

　　○湖北野鳥センター管理運営事業 4,000 市民生活部環境保全課

　　○浅井支所等管理経費 26,000 市民生活部浅井支所

　　○虎姫支所等管理経費 23,000 市民生活部虎姫支所

　　○湖北支所等管理経費 10,500 市民生活部湖北支所

　　○高月支所等管理経費 47,200 市民生活部高月支所

　　○地域医療推進事業 19,000 健康福祉部地域医療課

　　○担い手支援事業 担い手確保・経営強化支援事業補助 88,200 産業観光部農業振興課

　　○土地改良事業 ため池耐震診断調査業務 16,000 産業観光部森林田園整備課

　　○林道治山整備事業 林道路肩復旧工事、林道災害復旧工事、林道開設工事 38,000 産業観光部森林田園整備課

　　○田村駅周辺整備事業 暗渠工事及び実施設計業務 105,700 都市建設部都市計画課

　　○豊公園再整備事業 豊公園再整備工事 44,125 都市建設部都市計画課

　　○地福寺神照線整備事業 物件移転補償及び街路用地購入等 237,244 都市建設部都市計画課

　　○地籍調査事業 地籍測量業務等 11,943 都市建設部道路河川課

　　○南田附神前線整備事業 343,435 都市建設部道路河川課

　　○舗装修繕事業 51,000 都市建設部道路河川課

　　○木之本線整備事業 道路改良工事 66,000 都市建設部道路河川課

　　○橋梁長寿命化事業 橋梁補修詳細設計業務及び補修工事 82,856 都市建設部道路河川課

　　○河川改良事業 護岸改修工事 91,300 都市建設部道路河川課

　　○急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地測量設計業務等 14,835 都市建設部道路河川課

　　○市営住宅管理事業 市営住宅解体工事 11,500 都市建設部住宅課

　　○北部振興局管理経費 8,000 北部振興局地域振興課

　　○地域整備事業 114,949 北部振興局建設課丹生ダム対策室

　　○保育所管理運営事業 7,000 教育委員会事務局教育総務課

　　○認定こども園園舎等維持管理経費 14,700 教育委員会事務局教育総務課

　　○小学校校舎等維持管理経費 10,000 教育委員会事務局教育総務課

■債務負担行為

　　○長浜市民体育館等指定管理料（追加分）（R8） 15,426 市民協働部スポーツ振興課

　　○神照運動公園指定管理料（追加分）（R8） 23,122 市民協働部スポーツ振興課

　　○浅井地区スポーツ施設指定管理料（追加分）（R8） 25,005 市民協働部スポーツ振興課

　　○長浜伊香ツインアリーナ指定管理料（追加分）（R8） 46,600 市民協働部スポーツ振興課

特別会計

第12号　長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第3号） 472,796

第13号　長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）補正予算（第4号） 896

第14号　長浜市介護保険特別会計補正予算（第3号） ▲ 12,229

第15号　長浜市休日急患診療所特別会計補正予算（第2号） ▲ 2,642

第16号　長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号） ▲ 42,946

企業会計

第17号　長浜市病院事業会計補正予算（第4号） 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金、 28,945

一般会計負担金及び出資金の精算、決算整理

第18号　長浜市老人保健施設事業会計補正予算（第2号） 0

第19号　長浜市公共下水道事業会計補正予算（第2号） 34,512

決算見込みによる整理に伴う負担金等の追加

県営急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金の追加

護岸改修工事

一般会計負担金等の精算、財源更正

北部振興局庁舎改修工事等

一般会計負担金等の精算、決算整理

トイレ改修工事

雨漏れ改修工事等

北部振興局庁舎改修工事等

防水修繕（1園）

消防設備改修工事

冷暖房設備設置及び給水加圧ポンプ修繕

防水修繕（2園）

決算見込みによる減額等

物件移転補償及び道路改良工事

物件移転補償及び道路改良工事

市道舗装修繕工事の追加

市道舗装修繕工事等

防水修繕（2校）

決算見込みによる整理に伴う繰出金の追加

市営住宅解体工事

決算見込みによる減額等

防水修繕（1園）

防水修繕（2園）

空調機器改修工事

診療所感染症対策改修工事

決算見込みによる基金積立及び財源更正

保険給付費の追加、決算見込みによる減額等

決算見込みによる基金積立及び減額等

防水修繕（2校）

- 11 -


